
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
回転再生式空気予熱器用の加熱要素バスケット組立体であって、バスケット骨組（１０）
と４つの平板（２６）とを有し、前記バスケット骨組（１０）が２つの内方コーナ部材（
１２）と、２つの外方コーナ部材（１４）と、頂部バンド（１６）と、底部バンド（１８
）とを包含し、前記頂部バンド（１６）及び前記底部バンド（１８）の各々が前記組立体
のまわりに延びて前記内方コーナ部材（１２）及び外方コーナ部材（１４）を一緒に連結
して、４つの側面部を有するバスケット外周部を画成し、前記側面部の各々が前記頂部バ
ンド（１６）と前記底部バンド（１８）との間に画成されていると共に前記内方コーナ部
材（１２）及び前記外方コーナ部材（１４）と頂面部及び底面部とにより境界が定められ
て、開口中央部分が前記４つの側面部、前記頂面部及び前記底面部に形成され、また、前
記平板（２６）が前記バスケット骨組（１０）の４つの側面部の各々で前記バスケット骨
組に取り付けられ、これらの各平板（２６）は、前記頂部バンド（１６）及び前記底部バ
ンド（１８）の各内側と、該平板（２６）が取り付けられるそれぞれの前記側面部の境界
を定めるそれぞれの前記内方コーナ部材（１４）及び前記外方コーナ部材（１６）の各内
側とに取り付けられて、前記平板（２６）がそれぞれの前記側面部の前記開口中央部分を
閉じている加熱要素バスケット組立体において、
シール板部材（２８）が前記バスケット骨組（１０）の４つの側面部の各々に取り付けら
れ、これらの各シール板部材（２８）はそれぞれのひとつの前記平板（２６）の外側に取
り付けられていると共にフレキシブルなシールストリップ（３０）を包含し、これらの各
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シールストリップ（３０）はそれぞれの前記側面部の前記 部分にわたって前記頂
部バンド（１６）及び前記底部バンド（１８）と平行に延びていると共に前記バスケット
外周部から外向きに突出していることを特徴とする加熱要素バスケット組立体。
【請求項２】
前記シール板部材（２８）が前記平板（２６）に溶接されていることを特徴とする請求項
１記載の加熱要素バスケット組立体。
【請求項３】
前記シール板部材（２８）の各々が前記底部バンド（１８）とそれぞれの前記平板（２６
）との間にまで下へ延びていることを特徴とする請求項１記載の加熱要素バスケット組立
体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の背景】
本発明は、回転再生式
空気予熱器における加熱要素のまわりの空気及び煙道ガス流れの内部バイパスを減少又は
排除する装置に関する。
【０００２】
回転再生式空気予熱器において、ロータは仕切り板により複数のパイ状セクターに分割さ
れ、更にこれらセクターの各々がステー板により複数のロータ区画室に細分されている。
各ロータ区画室は加熱要素のひとつ又はそれ以上の組立体に適合するように設計され、加
熱要素はバスケット様容器を包含し、その中に複数の熱伝達表面が収容されている。製作
公差及び／又は熱状態の変化の下での延び作用に関連するロータ構体の変形のために、通
常、各バスケットのまわりに隙間を許容して設置状態での干渉を除去するように加熱要素
を設計する必要がある。
【０００３】
製作公差、ロータの変形及び／又は設計上の隙間により、バスケットの側部及び端部とロ
ータ区画室の対応する側壁又は隣接する他のバスケットとの間に過剰な隙間（“バイパス
隙間”）が形成されたときには、空気及びガス流れの一部分がこの隙間を通して流れて加
熱伝達表面をバイパスし、これにより熱伝達率の損失が生じてしまう。
【０００４】
【発明の概要】
本発明は、回転再生式 の区画室内の熱伝達バスケットのまわりの空気及び煙道
ガスのバイパスを減少又は排除する新規な装置を提供する。本発明は、バスケットのすべ
ての縁に沿うフレーム部材を有しているピクチャーフレーム型バスケットに関し、より詳
細には、いわゆるハイブリッド型バスケット（側部及び端部を閉じている板を有している
ピクチャーフレーム型バスケット）とほとんど同じにするように、側部及び端部のフレー
ム部材の内側にライナ板を取り付けるようにしたものである。そして、これらの各ライナ
板の外側にはシール板が取り付けられ、これらの各シール板は区画室の壁に対してシール
するフレキシブルなシールストリップを形成するように外向きに曲げられた一部分を有す
る。
【０００５】
【好適な実施例の説明】
本発明は、加熱要素がロータの区画室内に装填されている回転再生式空気予熱器用の加熱
要素に関する。当業界でよく知られているように、区画室は、パイ状セクターを形成する
半径方向に延びる仕切り板と各セクターを複数の区画室に分割する一連の接線方向に延び
るステー板とにより形成されている。当業界でまたよく知られているように、加熱要素は
区画室内への装填及び区画室外への取出しを容易にするために区画室よりも多少小さくし
なければならず、これは加熱要素の両側部と仕切り板との間及び加熱要素の内外方端とス
テー板との間に隙間が生じることを意味する。そして、前述したように、これらの隙間は
加熱要素の熱伝達表面まわりの空気及び煙道ガスのバイパスを生じせしめる。
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【０００６】
図面の図１は、ピクチャーフレーム型の加熱要素バスケットのための典型的な骨組１０を
示す。この骨組１０は、２つの垂直な内方端コーナ片１２と２つの垂直な外方端コーナ片
１４とを包含する。そして、頂部バンド１６及び底部バンド１８が各々３つの側部のまわ
りに延びて４つのコーナ片を連結する。骨組、すなわちバスケット１０は多数の接近して
間隔を置いている板２４の形の熱伝達表面を収容する。これらの板２４は、２枚だけ図１
に示されている。加熱要素は、まず、２つの内方コーナ片１２と頂部バンド１６と底部バ
ンド１８とを連結することにより組み立てられる。それから、熱伝達表面の板２４が外方
端から装填される。それから、頂部バンド２０及び底部バンド２２と組み立てられた２つ
の外方コーナ片１４から成るカバーが取り付けられる。図面を簡潔にする理由のためにこ
の図１及び他の図にも示されていないけれども、熱伝達表面の板のための普通の支持バー
が内方端から外方端にまで加熱要素の頂部及び底部にわたって半径方向に延びているもの
である。そして、これらの加熱要素が空気予熱器ロータの区画室内に装填されると、前述
したように、また後で図示されるように、加熱要素の外周部と区画室の壁との間に隙間が
存在することになる。
【０００７】
図２は、図１に示したものと同じ型であるが、しかし本発明を具体化するバスケットの斜
視図である。本発明によれば、バスケットの４つの側部のすべてに平ライナ板２６が取り
付けられている。これらの平ライナ板２６は例えばスポット溶接により骨組（バスケット
）１０の内側に取り付けられ、その結果これらの平ライナ板２６は各側部のピクチャーフ
レームの開口を完全に閉じる。これは、フルラッパー型バスケット構体と同じように閉じ
られている側部を有して時々ハイブリッド型バスケット構体と称されているものとほとん
ど同じである。
【０００８】
そして、ピクチャーフレームの開口内の平ライナ板２６の外側にはシール板２８が取り付
けられ、各シール板２８はフレキシブルなシールストリップ３０を形成するように外向き
に曲げられた一部分を有する。図３は、この構造をさらに詳細に示すために図２の３－３
線に沿うバスケットの内方端の断面図を示す。図３に符号３１で示されるように、シール
板２８は平ライナ板２６にスポット溶接されている。この図３は、また、ロータ構体のス
テー板３２を示すと共に、フレキシブルなシールストリップ３０がどのようにしてこのス
テー板に対してシールしてバスケットとステー板との間の隙間３４を閉じているかを示し
ている。さらに詳細に示すために、図４は図２のバスケットの一部分の平面図を示す。ま
た、外方コーナ部の詳細を示すために、図５は図２の５－５線に沿う断面図を示す。この
図５に見ることができるように、２つの外方コーナ片１４と２つのバンド２０及び２２と
から成るカバーが両側部の平ライナ板２６の内側に取り付けられている。また、シールス
トリップ３０に係合する半径方向に延びる仕切り板３６の一部分が示されている。
【０００９】
図６は、シール板２８をバスケットの側部に取り付ける構成の他の例を示す。この実施例
においては、シール板２８はピクチャーフレームの開口の下にまでさらに下へ延び、その
底部端が平板２６と底部バンド１８との間に狭持されている。これは、シール板が所定位
置に位置し続けることをより確実に保証することを提供する。
【図面の簡単な説明】
【図１】ピクチャーフレーム型の典型的な従来の回転再生式空気予熱器用バスケットの斜
視図である。
【図２】本発明を具体化するように変形したピクチャーフレーム型バスケットの、図１と
同様な斜視図である。
【図３】図２の３－３線に沿うバスケットの内方端の垂直断面図である。
【図４】図２のバスケットの一部分の平面図である。
【図５】図２の５－５線に沿うバスケットの一方の側部の垂直断面図である。
【図６】図５と同様な垂直断面図であるが、しかし変形例を示す図である。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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